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［南砺市犯罪被害者等支援講演会の開催］
［令和８年４⽉１⽇施⾏「南砺市犯罪被害者等⽀援条例」］

令和８年６⽉２８⽇（⽇）、なんとエナジー⽂化創造センター ヘリオス アートスペースにて

「南砺市犯罪被害者等⽀援講演会」を開催します。

■内容説明
■開催目的

令和８年４⽉１⽇施⾏の「南砺市犯罪被害者等⽀援条例」の内容等を市⺠の皆様に広く周知す
るとともに、犯罪被害者等が直⾯する困難や⽀援の必要性について理解を深めていただき、地域全体で
⽀え合う安全で安心な社会の実現を目指すために開催します。

講演会詳細は下記のとおりです。

■⽇ 時 令和８年６⽉２８⽇（⽇）午後２時から午後４時まで

■場 所 なんとエナジー⽂化創造センター ヘリオス アートスペース（南砺市やかた100）

■対 象 どなたでも参加可能
南砺市公式LINEより予約申込ができます

■定 員 １００名程度

■⼊場料 無料

■講 演 【第一部】
・南砺市犯罪被害者等⽀援条例について（南砺市 市⺠協働課）
・警察における犯罪被害者⽀援について（富山県警察本部 警察相談課）
【第二部】
犯罪被害者ご遺族の声

（危険な飲酒運転の⾞によって、最愛のご⼦息の命を奪われた砺波市のご夫妻）
■特記事項
・ 南砺市公式LINEより予約申込ができます。（LINEの友達追加が必要）
・ 予約申込をされていない方でもご参加可能ですが、お席をご用意できない場合もございます。
■現状・問題点・背景等
・ 犯罪被害に遭われた方々が、心⾝の苦痛や⽣活の困難から早期に回復できるよう⽀援を⾏うため、令和
８年４⽉１⽇に「南砺市犯罪被害者等⽀援条例」を施⾏

・ 講演会を通して、条例等の内容を市⺠の皆様に広く周知
■今後の⾒通し、効果、影響等
・ 犯罪被害者等が直⾯する困難や⽀援の必要性について理解を深めていただき、地域全体で⽀え合う
安心で安心な社会の実現を目指します。
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